
 

登別市施設入所者就職支度金支給要綱 

 

（趣旨） 

第１条 この要綱は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律

（平成１７年法律第１２３号）第７７条に基づく地域生活支援事業のうち、登別市

が行う登別市施設入所者就職支度金支給事業（以下「施設入所者就職支度金支給事

業」という。）の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。 

（実施主体） 

第２条 施設入所者就職支度金支給事業の実施主体は、登別市とする。 

（支給対象者） 

第３条 就職支度金の支給の対象者は、就労移行支援事業又は就労継続支援事業を利

用し、就職又は自営により施設を退所することとなった身体障害者とする。 

（支給手続） 

第４条 就職支度金を受給しようとする者（以下「申請者」という。）は、登別市就

職支度金給付申請書（別記様式第１号）に雇用先の採用証明書又は自営の事業計画

書等受給に関する証明書を付して登別市福祉事務所長（以下「福祉事務所長」とい

う。）に申請しなければならない。 

２ 福祉事務所長は、前項の規定による申請を受理したときは、内容が適正であるこ

とを確認のうえ、支給手続を行うものとする。 

３ 申請者は、就職支度金の支給手続及びその受領を施設の長に委任することができ

る。 

（支給額） 

第５条 就職支度金の額は、３万円とする。 

（その他） 

第６条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は福祉事務所長が別に定める。 

 

附 則（平成１８年訓令第２０号） 

この訓令は、公布の日から施行し、平成１８年１０月１日から適用する。 

附 則（平成２４年訓令第８号） 

この訓令は、平成２４年４月１日から施行する。 

  附 則（平成２５年訓令第１３号） 

この訓令は、平成２５年４月１日から施行する。 



 

別記様式第１号（第４条関係） 

登別市就職支度金給付申請書 

年  月  日  

 

 登別市福祉事務所長 様 

 

                 施設の所在地 

                 施 設 名 

                 氏 名 

                 生 年 月 日   年  月  日（  歳） 

 

 私、次のとおり就職支度金の給付を申請します。 

身体障害者手帳 
番 号 交 付 年 月 日 

第   号  年  月  日  

障 害 名  障害等級  

申

請

内

容 

利 用 期 間 
就労移行支援事業・就労継続支援事業 

    年  月  日～    年  月  日 

請 求 額              金３０，０００円 

自 立 の 概 要  

備考 

 

 


